
太良町農業委員会総会議事録

１．開催日時  平成２８年１２月２日（金）午前９時３０分

２．開催場所  太良町総合福祉保健センター「しおさい館」２階

３．出席委員 （１３人）

会長       １４番  吉田 俊章

委員        １番  川崎 豊洋

 ２番  坂口  登

３番  石島  直

４番  水田武次郎

 ５番  鬼石 輝彦

６番  小道 忠雄

７番  辻  松朗

８番  木下 敏恵

             ９番  小川 龍也

１０番  堀  勝郎

１２番  中尾 昭一

１３番  永石 研弘

欠席委員（１人）

１１番  永渕久留美

４．議事日程

  第１ 議事録署名委員の氏名

第２ 議案第１３１号 農地法第１８条第６項の規定による解約報告について 

議案第１３２号 農地法第３条の規定による許可申請審議について 

議案第１３３号 農地法第５条の規定による許可申請審議について 

議案第１３４号 農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第 1 項の規

定による農用地利用集積計画の決定について 

議案第１３５号 農業経営基盤強化促進法第 18条第 1項の規定による 

農用地利用集積計画の決定について 

（農地中間管理機構との貸借） 

会  長 会長代理 事務局長 係  長 主  査 係      員



議案第１３６号 農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第 1 項の規

定により定める農用地利用配分計画について 

議案第１３７号 農業経営基盤強化促進法第 18条第 1項の規定による 

農用地利用集積計画の決定について 

（農地中間管理機構との売買）

５．農業委員会事務局職員

   事務局長  永石 弘之伸

   農地係長  中川 博文

   主  査  西村 壽真

６．会議の概要

発言者 内容

議長

事務局

議長

永石委員

おはようございます。ただ今から平成２８年度第３１回総会を開会

いたします。 

 本日の出席委員は１３名で、定足数に達しておりますので、総会

は成立しております。それではさっそく審議に入りたいと思いま

す。それでは議事録署名者ですが９番の小川委員と１２番の中尾委

員さんよろしくお願いします。

 本日の提出議案は１３１号が１件、１３２号が２件、１３３号が

２件、１３４号が３件、１３５号が２件、１３６号が２件、１３７

号が１件となっています。

 それでは議案第１３１号農地法第１８条第６項の規定による解

約報告について、別紙関係人より解約報告を受理したので、報告し

ます。

 １番事務局説明お願いします。

（１番説明）

 平成１６年２月から１０年間の農地法第３条賃借権設定をして

いたが、他の人と賃借するため合意解約となっています。なお、今

回の案件で、新たに借りる人については、現在交渉中とのことなの

で、後日提出されると思います。

 永石委員調査・報告お願いします・

 借り人とお会いしたのですが、体調が悪くなってきているという



議長

水田委員

議長

議長

議長

事務局

議長

永石委員

議長

坂口委員

事で別の方にお願いしたいと言われていました。

他の人に貸すというお話でしたが、借り人がもう作れないのでお願

いしたいとの事でしたが、実際はまだ見つかっていないとの事で、

意中の人に当たっているとの事でした。

それでは１番について異議ご意見ございませんか。

＜異議なし＞

それでは１番異議なしと認めます。

それでは議案第１３２号。農地法第３条の規定による許可申請審

議について、別紙関係人より許可申請書を受理したので、審議並び

に意見を求めます。この件につきまして、交換案件なので二つ同時

によろしいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは１番 2番、事務局説明をお願いします。

（１、２番事務局説明）

なお、譲受人につきましては、別添の調査書にありますとおり、

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たすと考えます。

永石委員調査報告をお願いします。

交換相手と話をしてきました、一人目の方の家の前にある土地と

交換という事で、耕作しやすいように二人で話し合ったとの事でし

た。

地区を登って行ったところにレモンが植えられているところが

あって、その土地ともう一つが周りが交換相手の土地という事で、

まとめたいとの事でした。

交換という事でしたが、交換でできるのですか。



事務局

議長

議長

事務局

議長

坂口委員

議長

堀委員

議長

形上は交換となっていますが、お互いに譲渡という事になりま

す。

この件についてご意見はございませんか。

（異議なし）

ではこの件につきまして許可いたします。

つづきまして議案１３３号、農地法第５条の規定による許可申請

審議について別紙関係人より許可申請書を受理したので、審議並び

に意見を求めます。１番事務局説明をお願いします。

（事務局説明）

申請地の農地区分は中山間地域等に存在する農業公共投資の対

象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地である

と判断されます。また、その場所以外の代替地も想定出来ず、申請

面積規模が必要最小限であること、また、土砂の流出や崩壊などの

排水関係の処理に関しては特に問題なく、農地法第５条第２項各号

に該当する事項は認められません。説明資料は６，７ページとなっ

ています。

坂口委員調査報告お願いします。

現地を確認しましたが、譲渡人の裏の畑と言ってももう、畑も出

来ないようなところで、会社の駐車場にしたいという事で話をしま

したということで、よろしくお願いしたいとの事でした。

堀委員お願いします。

現地確認してきました。よろしくお願いします。

今の件につきまして、ご異議、ご意見等はございますか。

（異議なし）

１番は原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたし

ます。２番説明を事務局お願いします。



事務局

議長

小川委員

議長

議長

事務局

（事務局説明）

申請地の農地区分は中山間地域等に存在する農業公共投資の対

象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地である

と判断されます。また、その場所以外の代替地も想定出来ず、申請

面積規模が必要最小限であること、また、土砂の流出や崩壊などの

排水関係の処理に関しては特に問題なく、農地法第５条第２項各号

に該当する事項は認められません。説明資料は８～１０ページとな

っています。

小川委員、調査報告をお願いします。

現地は一番上の場所になります。貸し手はかなり高齢で、電話で

話しましたが、「今度この会社から水田を貸してください。」と言わ

れ、許可したとの事。ただ、これに関して取水口が赤松橋で水利が

同じになるので水田の状況が気になりました。

私も確認して、農地パトロールの際に見ましたが、その時に現場

で場所は藪になっています。右側が水路になっていて、水路を上が

ったところにその置くという事でありますが、場所は問題ないけれ

ど、水利権はどうなっているのかと。あそこは棚田になっていて、

耕作放棄になろうと思えばいつでもできるような土地なので、会社

に確認したところ、生産組合長には同意を貰っていると。

それで、水が足らないときはどうするのかと聞いたら、水田に用

水は２０ｃｍ、発電用水は５０ｃｍとしてるので、水田用はながれ

ても発電用には流れないという風になると説明を受けてます。

管理はどうするのですかと聞いたら共同事業という事で、地区に

経費を払ってお願いするという事になっている、利益が出ればそれ

も地区に出るという事でした。

音の問題もありましたが、少し離れたところなるので心配はない

だろうという事でした。

では何かご意見はございませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。２番原案のとおり許可相当として県知事に



議長

事務局

議長

永石委員

議長

石島委員

事務局

議長

水田委員

事務局

石島委員

議長

意見を送付いたします。

 それでは議案１３４号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項

の規定による農用地利用集積計画の決定について、農業経営基盤強

化法による賃借権及び使用貸借権設定について、１番事務局説明を

お願いします。

（事務局説明）

永石委員調査報告をお願いします。

両方に会って話を聞きました。借りては甥という事でよろしくお

願いします。

石島委員調査報告をお願いします。

永石委員の説明に間違いありませんが、この土地について、前に

借りている方がおられたと思いますが。

現在借りている分は３月までとなっており、話し合いの中で３月

以降に借りるという事で話が出来ています。

１番について何かございませんか。

借手ですが、農機具が耕運機のみでどうやってするのでしょう

か。

持っているのは１つだけですが、他の農機具は借りたりするとい

う事でした。

私もその点は気になって聞いたのですが、借り手の娘さんが近く

にお嫁に行かれて、そこが大型機械等を持っているので借りるとい

う事でした。

１番についてご意見はございませんか。

議案通り決定します。



事務局

議長

中尾委員

議長

小道委員

議長

議長

事務局

議長

石島委員

議長

では２番お願いします。

（事務局説明）

中尾委員調査報告をお願いします。

小道委員が説明をされますが場所は航空写真のとおりです。貸し

手は他所におられて、今までは別の方が耕作されてたのですが、先

日亡くなられたんで今回こういうことになりました。よろしくお願

いします。

小道委員お願いします。

今中尾委員の説明があったとおり、前の耕作者の娘から作れない

からという事で返還があったと。そこで今回の耕作者に依頼された

という事です。

２番について何かございませんか。

議案通り決定します。

議案１３５号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる農用地利用集積計画の決定について（農地中間管理機構との貸

借）、農業経営基盤強化法による賃借権及び使用貸借権設定につい

て、１、２番事務局説明をお願いします。

（事務局説明）

石島委員お願いします。

２番の方から説明します。貸し手が病気で作れないという事で。

そのあとから出てきますが、借り手が作りたいという事で、２番が

成立したので１番も借りたいという事でした。

永石委員お願いします。



永石委員

議長

事務局

議長

石島委員

議長

永石委員

議長

議長

事務局

どちらとも知っていますが、会う事は出来ませんでした。

場所は確認しました。石島委員の説明のとおりです。

１番２番について何かございませんか。

（異議なし）

議案通り決定します。

それでは議案１３６号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１

８条第１項の規定により定める農用地配分計画第１号（案）につい

て農地中間管理事業の推進にかんする法律による賃借権及び使用

貸借権設定について、一括で事務局説明をお願いします。

（事務局説明）

以上の経営計画の内容は、経営面積、機械、労働力、従事日数等

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。

石島委員よろしくお願いします。

ここはそのうち買いたいと思っているのでハウスを建てたいと

言っていました。よろしくお願いします。

永石委員お願いします。

借手と話しましたが、よろしくお願いしたいとの事でした。

それでは１番２番について、ご質問、ご異議はございませんか。

（異議なし）

それでは議案通り決定したいと思います。

議案１３７号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる農用地利用集積計画の決定について、農業経営基盤強化法によ

る所有権移転について、１番事務局説明をお願いします。

（事務局説明）

以上の計画申請の内容はあっせんで成立した案件であり、譲渡人

の○○さんほか１名から公社が一時的に買い受けるものです。



議長

永石委員

議長

川﨑委員

議長

議長

議長

議長

それでは１番永石委員調査報告をお願いします。

この件については、あっせんでいろいろな方が手を上げられまし

たが、新たに農業法人を立ち上げる方が買われるという事で、成立

しました。

川崎委員お願いします。

私もあっせんに携わりましたが、永石委員の説明に間違いありま

せん。

何かご意見ございませんか。

それでは原案通り決定します。

以上で、本日の議案の審議ならびに報告事項はすべて終了いたし

ました。 

 この際、その他の件について、委員からご発言があれば挙手をお

願いいたします。 

（発言なし）

よろしいですか。それでは、以上をもちまして、太良町農業委員会

第３０回総会を閉会いたします。 

上記のとおり記事の顛末を記載し相違ないことを証明するために署名捺印する。

平成２８年１２月 ２日

  議    長  吉 田 俊 章

議事録署名者  小 川 龍 也

議事録署名者  中 尾 昭 一


